


「自然環境保護ファンド 愛称：尾瀬紀行」
当ファンドは「自然環境保護」をコンセプトに作られたファンドです。
当ファンドの販売会社および委託会社は、収受した運用管理費用の一部（それぞれ運用管理費用率のうち0.1％程度）を
（公財）尾瀬保護財団へ寄付＊を行い、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献いたします。
※ただし、将来的には状況によって寄付金額が変更になることがあります。

■2023年7月の寄付金額は3,334,738円となりました。
これまでの寄付金累計額（計16回）は86,014,697円です。

◆お客様へご負担いただく手数料について

●お申し込み時【購入手数料】上限は2.20%（税抜2%）です。

●ご換金時【信託財産留保額】換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。

●保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。）【運用管理費用（信託報酬）】信託財産の純資産総額に対して年率1.485%（税抜1.35%）を日々ご負担い

ただきます。【その他費用・手数料】組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用

等が信託財産から支払われます（運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。）。

【ご留意事項】

●投資信託は預金商品でなく、元本および分配金の保証はありません。

●投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等（株式、債券等）の値動きにより変動する（外貨建資産は為替変動リスクもあります）ため、お受取金額が投資元本を

割り込む（損失が生じる）リスクがあります。これらのリスクはお客様ご自身が負担することとなります。

※当ファンドの主なリスクは、金利変動リスク、株価変動リスク、信用リスク、為替変動リスクです。

●お申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）を十分お読みいただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

日本株式と外国債券に分散投資を行うバランスファンドです。
実質的に、積極的にCSR（企業の社会責任）＊1へ取り組むわが国の上場企業の株式および高格付資源国
＊2の公社債へ投資を行い、安定的な収益の確保ならびに信託財産の着実な成長をめざします。
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※ただし、時価の変動などにより各マザーファンドの時価構成比が基本配分から乖離した場合には、定期的に基本配分に修正します。また、上記の基本配
分は、市場動向等を勘案し、変更する場合があります。

2 奇数月の各5日（休業日の場合は翌営業日。）に決算を行い、原則として経費控除後の
利子、配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の範囲内で分配を行います。

3 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

＊1「 CSR」とは、Corporate Social Responsibilityの略です。また、CSR（企業の社会責任）を重視して投資することをSR（I Socially ResponsibleInvestment 社会
的責任投資）といいます。
＊2 当ファンドにおいて「資源国」とは、「石油、鉱物資源、ガス、石炭等の資源を産出する国で、その資源がその国の経済もしくは世界経済に影響を与えると考えら
れる国」と定義します。投資対象となる国は、｢資源国｣の中から、信用力・金利・為替見通し等を判断材料とし、選定します。

ファンドの特色

販売会社 商 号 株式会社東邦銀行
登録金融機関 東北財務局長（登金）第7号
加 入 協 会 日本証券業協会
お問い合わせ先 0120-104-150 【金融商品フリーダイヤル】
受 付 時 間 平日9：00～17：00
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寄付金

寄付金
（公財）尾瀬保護財団

自然保護活動

尾瀬の自然

委託会社 商 号 アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号
加 入 協 会 一般社団法人投資信託協会、

一般社団法人日本投資顧問業協会


